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議会議案第 7 号

茅ヶ崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例

上記議案を別紙のとおり地方自治法第 11 2条及び茅ヶ崎市議会会議規則第

1 6条の規定により提出する 。

令和 2年 11月 27日
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（提案理由）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う現下の社会状況に鑑み、令和 2年 12月

に支給する市謡会議員の期末手当の支給割合を引き下げるため



-3-

茅ヶ崎市謡会雖員の謡員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例

茅ヶ崎市議会鏃員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和 31年茅ヶ崎市条例第

1 0号）の一部を次のように改正する。

附則第 2項中「令和 2年 6月」を「令和 2年 12月」に、「 10 0分の 21 0」を「 10 

0分の 23 0」に、「 10 0分の 17 5」を「 10 0分の 22 4」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。




